
元暁『法華宗要』訳注（3)

金 嫡坤（慧鏡）

1 序 自

前稿（I）の「訳注（ 2）」において言及したとおり、 『法華宗要』の構成、

すなわち「六門分別」のうち、 「第三明能詮用」では、後代の章疏 （とりわ

け、日本の華厳宗章疏）において、 『法華宗要』（或いは散逸の 『華厳経疏』）

からの引用 ・援用と見られる、そのほとんどの文例が集中しているために、

本書の日本仏教における受容と展開について論じうることができる。

本箇所の和訳（訓読訳）としては初となる本訳注では、唯一無二の本書の

テキスト （仁和寺蔵本 ・以下、「原本」）に対する補完に主眼を置きながら、

その論理構築のために用いられた経典 ・論書等の出典をできるだけ明らかに

するとともに、本書の後代への影響、すなわち後代の章疏に見られる引用 ・

援用の態度に基づき、本書の受容と展開について考察していくために、その

一字一旬を綿密に調査 ・検討し、また、その全文を該当箇所の註に明記 ・本

文と対比することによって、文献本来の姿或いは変遷ないし推移の状況を把

握しながら、上記の事柄について論究していくことにする。

2 「第三明能詮用」訳注（2)

「第三明能詮用」の科段分けは以下のとおりである。

r 3. 第三明能詮用

3 1. 開義 用一一
小

目
η

日

H
同
月ム口n4υ 

η
AV
 

円
H
H
H
H
H
H村
H
H
H
H
H
H
μ

-43-



元暁 『法華宗安』訳渡（3)

3-1-1. 所開之門 3-3-1. 用三為一

3-1-1-1. 方便四義 3-3-2.将三致ー

3-1-1-2. 門二義 3 3 3. 会三帰一

3-1-1-2-1. 門二名 3ふ 4. 破三立ー

3 1 2.能関之用 3-3-5. 問答皿

3-1-2-1. 方便門ご義 3-3-6.問答W

3-2. 示用 3-3-6-1. 有説 i

3 2 1. 所示之真実相 3 3 6 2.有説日

3-2-1-1. 問答 I 3 3-6-3-1. 有説iii

3-2-1-2. 問答H 3-3-6-3-2.問答V

3-2-2. 能示之用 3-3-6-3-3.問答VI

3-2 2-1. 則開之示 3-3-7. 問答Vil

3 2 2 2. 呉開之示

《1》3.第三明能詮用

〔原文〕 （NNJ.p.22, ll.153-157・T.34p.872c, ll.6-11・HBZ.1p.490b, ll.19-

24) 

第三明能詮用者。如法師品云。（3）一切菩薩（4)阿樗菩提皆属此経。（5）開方便

門示真賓相。 此文正明是経勝用。用有二種。謂開及示。開者。｛開｝於三乗方

便之門。示者。 示於一乗真貫之相。総説難然於中有三。 先閥次示。第三合明

開示之用。

〔司｜｜読文〕

第三に能詮の用を明かすとは、［『妙法蓮華経』］「法師品」に云うが如し、

「一切菩薩の阿縛菩提は、皆な此の経に属す。方使の門を開いて真賓の相を

示さん」 と。此の文、正しく是の『［妙法蓮華］経』の勝用を明かす。用に二

種有り。謂わく 、開及び示なり。開とは、 三乗方便の門を｛開｝く 。示とは、

一乗真貰の相を示す。総説せば然りとnも中に於いて三有り。先に開、次に
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元暁 『法華宗要』訳注（3)

示、第三に合して開示の用を明かす。

《2》3-1. 開義、 3・1・1.所開之門、 3-1-1・1.方便四義

〔原文〕 （NNJ.pp.22-23, ll.157-164・T.34p.872c, ll.11-18・HBZ.lp.490b, l. 

24 -p.490c, l. 9) 

先明開義。即有二種。謂所開之門及能開之用。所開之門即三乗教。（6）此名

方便。略有四義。ー者。仰方便智之所説教。依主立名名方便教。二者。即三

空(7）教型堅三望号。竺（8）昌生主主主壁整。主主。 為一乗教作前方便。里呈i!
説一乗正教。封後正教名為方便。四者。於一乗理。権説方便。非真賓説。是

方便義。封真賓説名為方便。依此四義故名方便。

〔訓読文〕

先に聞の義の明かさば、即ち二種有り。謂わく、所開の門及び能開の用なり。

所聞の門は、即ち三乗教なり。此れを方便と名づく。略して四義有り。ーに

は、仰の方便智の所説の教なり。（9）依主にて名を立て、方便教と名づく 。

二には、即ち三乗教なり。巧みに三［つの］機［根］に順ず。(IQ

作して、方便教と名つeく。三には、 一乗教の為めに、前方便と作す。是れに

因りて後に一乗の正教を説く。後の正教に針して、名づけて方便と為す。四

には、 一乗の理に於いて、権りに方便を説く。真貫の説に非ず。是れ方便の

義なり。真賓に射して説いて、名づけて方便と為す。此の四義に依るが故に

方便と名づく。

《3》3-1-1-2. 門ニ義（出・入）、 3-1-1・2-1. 門ニ名

〔原文〕（NNJ.pp.23-24, ll.164-169・T.34p.872c, ll.18-23・HBZ.1p.490c, 

ll. 9-15) 

川些笠亙r1。至。田園塁三墾。 二空旦雪。諸子依此出三界故。三主主墾。茎

依此教入一乗故。（同然門有二名。若言傍門人｛門｝。則門非俳人。若言板門
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元暁 『法華宗要』訳注（3)

竹門。（叫則門是板竹。今三乗教名方便門（I日者。同板竹門。（同門（！？）即方便。

是放名為方使門也。

〔訓読文〕

此れを名づけて門と為す。其の二義有り。ーには、出の義なり。諸子、 此れ

［＝所開之門］に依りて三界を出ずるが故に。こには、入の義なり。又た、此

の［三乗］教に依りて一乗に入るが故に。然るに門に二名有り。 （附 若 し傍

門、人｛門｝と言わば、則ち門は、倒、人に非ず。若し板門、 竹門と言わば、

則ち門は、是れ板、竹なり .. (J酎。今、三乗教を方便の門と名づくるは、板、

竹の門に同じきな り。 門は即ち方便なり。是の故に、名づけて方便の門と為

すなり。

《4》3-1-2. 能開之用、3-1-2・1.方便門ニ義 （出・入）

〔原文〕（NNJ.p.24, ll.169-174・T.34p.872c, ll. 23-29・HBZ.1p.490c, ll.15-

21) 

(19）開方便門。（叩）方便有其二義。若望出義。説三乗時。開而不問。望其入義。

説三之時。閉而不問。難出三界。未入一乗。放今説一乗教。言三是方便。方

開方便門。令入一乗故。（引）如下文言。 α2）嘗知諸併方便カ故。於一悌乗。分

別説三。 此言正開方便之門。諸儀言語例此可知。

〔司ii読文〕

方便の門を聞くに、方便に其の二義有り。ω 若し出の義に望まば、三乗

を説く時、聞いて閉めず。其の入の義に望まば、 三を説くの時、閉めて聞か

ず 倒 。三界を出ずる と難も、未だ一乗に入らず。故に、今、 一乗教を説

いて、 三［乗教］是れ方便と言う。方に方便の門を聞いて、一乗に入らしむる

が故に。下の ［『妙法蓮華経』「醤日食品」の］文に言うが如し、「嘗に知るべ

し。諸例方便カの故に、 一例乗に於いて、分別して三と説きたもう」と。此

の言、正しく方便の門を聞くなり。諸儀の言語も、此れに例して知る可し。
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元l施 『法華宗要』訳注（3)

《5》3・2. 示用、 3-2-1. 所示之真実相

〔原文〕 （NNJ.pp.24-25, ll.174-177・T.34p.872c, l.29 -p.873a, l.4 • HBZ.1 

p.490c, l.22 -p.491a, l.2) 

次明（24）示用。於中亦二。 先明所示。次明能示。所示之真賓相。（回）謂（田）如前

説一乗人法。法相常住。道理究覚。天間魔外道。所不能破。三世諸例。所

不能易。以是義故。名真賓相。

〔訓読文〕

次に示の用を明かさば、中に於いて亦た二あり。先に所示を明かし、次に能

示を明かす。所示の真賓の相は、謂わく、 （則前に説く一乗人の法の如し。

法相常住にして、道理究寛せり。天魔、外道の能く破せざる所なり。三世の

諸仰の能く易えざる所なり。是の義を以ての放に、真賓の相と名づく 。

《6》3-2-1-1. 問答 Ic29) 

〔原文〕 （NNJ.pp.25-26, ll.177-187・T.34p.873a, ll.4-15 • HBZ.1 p.491a, ll. 

2-14) 

（掛川市非三非一。元人走法。都元所得。如是正観。乃（32）名真貫究寛一乗。

所以然者。諸（却）有所得。元道元果。（制）不動不（お）出。故｛知｝ (36）如前非三是一。

能乗所乗人法之相。不出四旬。是有所得。云何説此為真賓相。（訂）解云。此

〔甜）言不然。所以（問者何。若言非三是（40）ー。不出四句故是（刊有所得。非究寛

者。是則（叫有得為非。元得為是。亦入四句故是有所得。亦非正観。若言寄

言論元所得。而非如言取於走得。是故｛元｝得不入四句者。他亦寄言偲説一乗。

而非如言取於一乗。所以一乗亦出四句。是故嘗知。遂言倶非。不如言取。二

説克異。

〔訓読文〕

市して ［（4）］三に非ずーに非ず。人元く法王し。都て(43）走所得なり。是くの
もろもろ

如き正観を、乃ち真賓究寛の一乗と名づく 。（叫）然る所以は、諸は（45）有所
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元峻 『法華宗安』訳注（3)

得なり。道元く果元し、動ぜず出でず。放に知んぬ、前は ［（2）］三に非ずして、

是れーなるが如し （叫。 (46)・ 能乗・所乗の、人・法の相 ・(46）は、四句を出

でず、是れ有所得なり。云何が此れを説いて真賓の相と為すや。解して云わ

く、此の言、 然らず。 所以は何ん。若し［（2）］三に非ざるを是れーなりと言わ

ば、 （47）四句を出でざるが故に、是れ有所得なり。究寛に非ざれば、是れ則

ち有得を非と為し、元f与を是と為す。亦た四句に入るが故に、是れ有所得な

り。亦た正観に非ず。若し言に寄せて元所得を説くと言うに、而も言の如く

元得を取るに非ず。是の故に｛克｝得は四句に入らずとは、 他に亦た言に寄せ

て偲りに一乗を説く。 而も言の如く 一乗を取るに非ず。所以に一乗も亦た四

句を出ず。是の故に富に知るべし。（48)・ 遂に倶に非と言うことを ・・(48〕。

(49)・・ 取ると言うに如かず。二説異なり元し ・(49）。

《7》3-2-1-2. 問答 II

〔原文〕（NNJ.p.26, ll.187 191・T.34p.873a, ll.15-19 • HBZ.l p.49la, ll.14-

20) 

側堕。若不取言皆坦聖堂。壁三空埜。亙臼I)層型墜塁望。杢。里墾埜埜。里

有別義。以三（臼）乗教下都克三理。一乗教下不克一理。故三是権。一乗是貫。

雄不元一。 市非有一。 是故亦非有所得也。刷所示真賓其相如是。

〔司｜｜読文〕

問う。若し言を取らざるを皆な賓と為さば、彼の三乗教も亦た日産に是れ貫な

らんや。答う。通義は皆な許す。市して別義有り。三乗教の下に都て三理克

く、 一乗教の下に一理王きに不らざるを以ての故に、 三［乗教］是れ権、一乗

［教］是れ賓なり。 ー［理］元きに不らずと離も、市もー［理］有るに非ず。是の

故に亦た有所得に非ざるなり。所示の真賓、 其の相、 是くの如し。
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元暁 『法華宗安』訳f主（3)

《8》3-2-2.能示之用、 3-2-2-1.則聞之示、 3-2-2-2.異聞之示

〔原文〕 （NNJ.pp.26-27, ll.191 196・T.34p.873a, ll.19-25・HBZ.lp.49la, l. 

20 -p.49lb, l. 2) 

刷）（日）豊主制園里。至塁三里。 二重。 臼7）員l哩主主。型璽開三是方使時。型塑

一乗是真貰故。 如開門時即見内物。二者。異聞之示。異前開三別説一乗。聞

間圃畑）得悟一乗義故。型_g主側画左旦亘型。型主茎宣。 刷雪印2）型些些二き

事因縁故出現於世。如是等言。 （田）｛是｝示真貰相也。

〔訓読文〕

能示の用は、 其の二種有り。ーには、則ち聞の示なり。前に三は是れ方便な

りと聞く時、即ち一乗是れ真貫なりと知るが如し。故に、門を開く時、即に

内物を見るが加し。二には、 奥開の示なり。（64)・・ 前の三を開いて別に一乗

を説くと異なり ・(64 

を骨して内物を見るが如し。下の［『妙法蓮華経』 「方便品」の］文に言うが

如し、 「諸悌は、唯だ一大事の因縁を以ての故にのみ、 世に出現したまえば

なり」と。是くの如き等の言は、｛是｝れ真賓の相を示すなり。

《9》3・3.合明開示用（四種勝用）

〔原文〕 （NNJ.pp.27-28, ll.196-202・T.34p.873a, l.25 -p.873b, l.3 • HBZ. 

1 p.49lb, ll.2-10) 

第三合明開示用者。(65）ー開示中（附合有｛町）四義。一者。用制前三為一。 （舶用

前三乗之教。即為一乗教故。二者。終三致一。 特彼三乗之人。同致一乗果故。

三者。舎三蹄一。 曾昔所設三乗因果。還踊於卒一乗理故。四者。破三立一。

破彼所執三乗別趣。以立同時一乗義故。此経具有如是四種勝用故。言開方便

門示真貫相。

〔訓読文〕

第三に合して開示の用を明かすとは、 ーの開示の中に合して側四義有り。
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元暁 『法華宗要』訳注（3)

ーには、 ［①用前三為一］ 前の三を用いてーと為す。前の三乗の教を用いて、

即ち一乗の教と為すが故に。二には、 ［②将三致ー］三を特てーに致す。彼

の三乗の人を将て、同じく 一乗の果に致すが故に。三には、 ［③舎三蹄ー］
、、 、、 もと 、

三を舎してーに闘す。 昔の所説の三乗の因果を曾して、還って卒の一乗の理

に蹄するが故に。四には、 ［④破三立ー］三を破してーを立つ。彼の所趣の
、 、、、、、、、、
三乗別趣を破して、同蹄一乗の義を立てるを以ての故に。此の 『［妙法蓮華］

経』 は具さに是く の如き四種の勝用を有するが故に、方便の門を開いて真賓

の相を示すと言う。

《10》3-3-5.問答Ill （① ・②に対する経証）

〔原文〕（NNJ.p.28, ll.202-206・T.34p.873b, ll.3-8・HBZ.1p.491b, ll.10-

15) 

げI）問。用三為一。 ！降三致一。 是二未（72）知。以何為謹。（問答。方便品川言。

何日併以元数方便。演説諸｛法｝。是法皆為一仰乗故。此（明文正是用｛三｝為一

之謹也。又言。 是諸衆生従例聞法。究寛皆得一切種智。此言正是特三致一之

謹也。

〔訓読文〕

問う。［①］三を用いてーと為すと、 ［②］三を特てーに致すとの、是の二は、

未だ何を以て詮と為すかを知らず。答う。［『妙法蓮華経』］「方便品」に言わ

く、 「仰、王数方便を以て、諸｛法｝を演説したまう。是の法は皆な一例乗の

為めの放なり」と。此の文、正しく是れ｛三｝を用いてーと為すの設なり。又
もろもろ

た ［『妙法蓮華経』「方便品」に］言わく、 「是の諸の衆生は仰に従いたてま

つりて法を聞いて、究寛して皆な一切種智を得るなり」と。此の言、正しく

是れ三を特てーに致すの謹なり。
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元峻 『法華宗要』訳注（3)

《11≫ 3-3-6.問答IV( 1 ) （③に対する論説・問）

〔原文〕 （NNJ.pp.28 29, ll.206 209・T.34p.873b, ll.8-12 • HBZ.1 p.49lb, ll. 

15-20) 

(71) ｛問｝。｛曾｝三因果踊卒ー者。為嘗三皆非（削賓。故障於一貫耶。為嘗唯二

非賓。（79）故障於一貫耳目。若如後者。何故経（剖）言。（削）我有方便力。開示三乗

法。若如前者。云何（田）復言。 （剖）唯（嗣）是（苗｝一事貫。徐二（師）則非真。

〔訓読文〕

｛問｝う。［③］三の因果を｛曾）して、卒のーに蹄すとは、嘗に［④］三皆な賓に

非ざるが故に、 一貫に踊すと為すや、嘗に［⑥］唯だこのみ買に非ざるが故に、

一貫に蹄すと為すや。若し、［⑧］後の如くならば、何故に 『［妙法蓮華］経』

［「方便品」］に［⑥］「我れ方便力有りて、三乗の法を開示す」と言うや。若

し、 ［④］前の加くならば、云何が復た ［「方使品」に］［＠］「唯だ、是の一

事のみ買にして、鈴の二は則ち真に非ず」と言うや。

《12》3・3・6. 問答IV( 2 ) （③に対する論説・答）、 3-3-6-1. 有説 i （④に

対する引証＝吉蔵）

〔原文〕 （NNJ.p.29, ll.209-212 • T.34 p.873b, ll.12 15 • HBZ.1 p.491b, ll.20-

24) 

刷答。或有説者。三皆非貫。如前文説。而言一貫二非柵真者。佃）（叩）三（91)

目中之一与克三之一。 倶是併乗。通説｛是｝賞。鈴二不問）用。開別言非賞。

由是義故。二文不違。

〔訓読文〕

答う。或は有る説は、 ［④］三皆な貰に非ずの、前の文の如きを説かく、市し

てーは貫、 二は真に非ずと言うは、 三中のーと元三のーは、倶に是れ仰乗な

り。通じて｛是｝れ ［＝三中の一 ・元三のー］を賓と説くに、鈴の二は用いさ

るなり。（93)・ 別を開いて買に非ずと言う （則。 是の義に由るが故に、 二文
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違わず。

《13》3-3-6-2. 有説ii （⑮に対する引証＝吉麓）

〔原文〕 （NNJ.pp.29-30, ll.212-218 • T.34 p.873b, ll.15-22 • HBZ.1 p.491b, l. 

24 p.491c, l.8) 

側側或有説者。唯二非貫。 如後文故。 （附而説三乗皆方便｛者｝。於一貫中

同7）加（国）ニ非賓。合説為三。 是（99）三非貫。 (I凹）立QCIOI）人手内貫有一(I叩菓。方使言

三。三非是貰。元三菓故。(103）考而論之。ー（山）菓是賞。二是（附方便。有一菓

故。如智度論云。（附於一例乗。開為三(107）分。如人分ー斗米。(I聞）以為三索。

主笠（附重窒三塁 (I川里二。主｛空｝主主(Ill）三塁堕（112）目。舎三舎二猶是一義不

相違也。

〔司｜｜読文〕

或は有る説は、 ［⑮］唯だ二のみ貫に非ずの、後の文の如きが故に、而して三

乗皆な方便と説くは、 一貫の中に於いて、ニの非買を加う。合して三と為す

と説く。是の三は買に非ず。 人の手の内に賓にー菓のみ有るも、方便にて三

と言うが如し。三は是れ貰に非ず。三菓克きが故に。考えて之れを論ぜば、

一菓は是れ貰にして、 二は是れ方便なり。ー菓のみ有るが故に。『［大］智度

論』に云うが如し、 「一例乗に於いて、聞いて三分と為す」と。人の、 ー斗

の米を分かちて、 以て三衆と為すが如し。亦た三蒸を曾してーに鯖すと言う

ことを得。 亦たニ~~を曾して日iこ蹄すと言うことを｛得｝。三を曾するも二を

舎するも猶お是れ一義にして相違せざるなり。

《14》3-3-6-3-1.有説iii （④ ・⑥に対する論評＝元暁［三乗別教、三乗通教］）

〔原文〕（NNJ.pp.30 31, ll.218-229・T.34 p.873b, l. 22 -p.873c, l. 6・HBZ.1

p.491c, ll.8-23) 

(113）或有説者。前後二文。各（｝同有異（115）意。不可ー曾。所以然者。三乗之教。
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有其二種。ー者別教。(116）二通教。別教三乗。三皆非貫。皆是方便。以彼教

説。 三僧祇劫唯修四度。百劫之中修相好業。最後｛身｝中修於定恵。菩提樹下

成元上覚。知是因果。以為仰乗。是故例乗亦是方便。若論通教所説三乗。併

乗是貫。（117）定齢二非真。以彼教説。於十地中具修六度。万行園満。（118）致薩

（！附婆若。此薩｛問）婆若果。不与三世合。 如是因果究寛真貫。 此為悌乗。宣是

方便。是放嘗知。二文意異。（山）我有方便力。開示三乗法者。是顕別教所説

三乗也。(122）唯（123）是一事責。飴二（附則非真者。(12日是針通教所説三乗。其徐

諸文。皆作是通。

〔訓読文〕

或は(I拙有る説は、 ［＠ ・⑥］前後の二文、各異なる意有り。ーに曾す可から

ず。然る所以は、 三乗の教に其の二種有り。(127）ーには別教、 二には通教な

り。別教の三乗は、三皆な貫に非ず、皆な是れ方便なり。彼の教説を以て、

「（刷 三 僧祇劫に唯だ(129）四度のみを修し、 百劫の中に相好業を修し、最後

｛身｝の中に定・恵を修し、 菩提樹下に元上質を成ず ・(128）」と。是くの如き

因果を以て併乗と為す。是の故に仰乗も亦た是れ方使なり。若 し通教所説の

三乗を論ぜば、例乗は是れ買なり。定んで鯵の二は真に非ず。彼の教説を以

て、 「（間 十 地の中に於いて具さに（附六度を修し、万行園満にして、薩婆

若に致る （印）。（132)・ 此の薩婆若の果は、 (133）三世と合せず （叩」 と。是く

の知き因果、究寛真買なり。此れを仰乗と為す。量に是れ方使ならんや。是

の故に嘗に知るべし。二文の意異なることを。［『妙法蓮華経』「方便品」の］

［⑥＝四車系の論拠］「我れ方使力有りて、 三乗の法を開示す」とは、是れ別

教所説の三乗を顕わすなり。［『妙法蓮華経』「方便品」の］［＠＝三車系の論

拠］「唯だ是の一事のみ賓にして、鈴の二は則ち真に非ず」とは、是れ通教

所説の三乗に射す。其の鈴の（削諸文は、皆な是れ通ずると作す。
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《15》3・3-6-3-2.問答v( 1 ) （③に対する論説・三乗別教）

〔原文〕（NNJ.pp.31-32, ll.229-238・T.34p.873c, ll.6-17・HBZ.lp.491c, l. 

23 p.492a, l.11) 

（問問。若説（附別教三乗因果。皆是方便放踊(137）ー者。（醐為蹄一因。為錆ー

里。(139）竺。（140）金二盟塁。全型翌二。埜堕旦杢。里里｛堕｝里。塁墾ω 層型。

(142）整聞縁覚。若因若果。皆於一因。分別為二0 (143）加経説言。 (144）聾聞縁覚。

若智若断。皆是菩薩克生法忍。045）富知此ニ。(146）皆蹄一因。間一因故。終

(147堕二望。埜（148竺士塾型空（帥）問司里里。分別僻地化身(I却）竺全。(151）型空塾

言。 (152）我貫成併(I日｝己来。百千万億那由他劫。故賞知。彼説｛弗乗因果。同腸

（】臼）於（日）此一乗果（出）内。若有菩薩。依彼教故。望樹下（間例。喪心修行。如

是願行。踊於一因。同彼二乗。未至果故。

〔訓読文〕

問う。若し別教の三乗の因果、皆な是れ方便なるが故にーに闘すと説かば、

一因に蹄すと為すや、 ー果に鯖すと為すや。答う。［『妙法蓮華経』「響H食品」

lこ］「一例乗に於いて、分別して三と説きたもう」［と］。 故に其の卒に随っ

て、因に踊し、果に｛蹄｝す。是の義、 国何ん。聾聞 ・縁費の、若しく は因、

若しくは果は、皆な一因に於いて、分別して二と為す。『［摩調般若波羅蜜］

経』に説いて言うが如し、 「聾聞 ・縁質の、若しくは智、若しくは断は、 皆

な是れ菩薩の充生法忍なり」と。嘗に知るべし。此のニ ［＝皇室聞 ・縁費］ は、

皆な一因に踊す。一因に錆すが故に、終にー果に致る。（醐 彼の［別］教の

中に俳乗の因果を説くは、例地、化身の少分なるを分別するなり （刷。

『［妙法蓮華］経』［「如来書量品」］ に説いて言うが如し、「我れ貫に成僻して

より 巳来、百千万億那由他劫なり」［と］。 故に嘗に知るべし。彼の［三乗別

教の］悌乗の因果を説くは、 此の一乗の果の内に岡崎するこ とを。若し菩薩

有りて、彼の［別］教に依るが故に、樹下の併に望みて、義心して修行すれば、

是くの如きの願行は、 一因に踊す。彼の二乗に同じて、未だ果に至らざるが
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放に。

《16》3-3-6-3-2. 問答v( 2) （③に対する論説・因果の四句）

〔原文〕（NNJ.pp.32 33, ll.238 243・T.34p.873c, ll.17-22・HBZ.lp.492a, 

ll.11-16) 

(I開通而言之。態作四旬。一以方便因。蹄真賓因。謂菩薩因及二乗因。二以

方便果。踊真貫果。謂於樹下成元上覚。三以方便因。蹄真貫果。謂樹下併前

空墜立。 旦些互里里。堕豆（剛画聖堕。謂二乗人之元撃果。総婿加是四句。

以説曾三踊一。

〔訓読文〕

通じて之れを言わば、懸に四句と作すべし。［θ］ーには、方便の因を以て真

賓の因に腸す。菩薩の因及び二乗の因を謂う。［y］二には、方便の果を以て

真貰の果に蹄す。樹下に於いて克上畳を成ずるを謂う。［②］三には、方便の

因を以て真賓の果に錦す。樹下の仰の、前の菩薩行を謂う。［⑮］四には、方

便の果を以て真賓の因に腸す。二乗人の克撃の果を謂う。総じて是くの如き

四句に撮して以て曾三蹄ーを説く。

《17》3-3-6-3-3. 問答VI （③に対する論説・五乗）

〔原文〕 （NNJ.pp.33-34, ll.243-252・T.34p.873c, l.22 -p.874a, l.3 • HBZ.l 

p.492a, l.17 -p.492b, l. 4) 

川 I）問。方便教中。有人天乗。何故不曾此二。 唯曾彼三。 答。曾三之言。 亦

掻此二。 所以然者。法花教中。説三乗有二。ー者。三車（刷所響出愉品。二

者。三草所（附呪出薬草品。比義云何。（削人天二乗。合為小乗。如小薬草。

埜塑埜望。名為中乗。如里墾望。依彼｛別教｝脅心菩薩説。名為大乗。(165）因

画聖望。曾此三乗。即掻（醐主望。然彼人天。曾因而不曾果。果是王記。不

作一因故。彼因善法。有二功能。報因功能。亦不曾之。有受登故。等流因用。
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是今所曾。王受章故。曾此因義人第一旬。

〔訓読文〕

問う。方便の教えの中に、人 ・天乗有り。何故に此の二［＝人 ・天乗］は舎

さずに、唯だ彼の三 ［＝聾間・縁畳・ 菩薩乗］のみを曾するや。答う。三を

曾するの言に、亦た此の二 ［＝人 ・天乗］を掻す。然る所以は、法花の教え

の中に、 三乗を説くに二有り。ーには、 三車出だす所の「響愉品」なり。 こ

には、 三草出だす所の 「薬草［喰］品」なり。此の義、云何ん。人 ・天の二乗

を合して小乗と為す。小薬草の加し。聾聞 ・縁質を名づけて中乗と為す。中

薬草の如し。彼の｛別教｝に依りて護心せる菩薩を説いて名づけて大乗と為す。

(I咽 鷹草の函し。此の（剛三乗を舎さば、即ち五乗を掻す。然るに彼の人・

天は、因は曾するも市して果は舎さず。果は是れ元記にして、一因を作さざ

るが故に。彼の因の善法に、｛刷二功能有り。報因の功能は、亦た之れを曾

さず。(170）受章くること有るが故に。等流［果］の因の用、是れ今、曾する所

なり。受章くること元きが故に。此の因の義を曾して、第一句［＝θ以方便

因。踊真貫因］ に入る。

《18》3-3-7.問答VII（④に対する論説）

〔原文〕（NNJ.pp.34-35, ll.252-260・T.34p.874a, ll.3-13 • HBZ.1 p.492b, ll. 

4 16) 

(IJJ)問。曾三蹄一。其義巳顕。破三立一。 云何可知。答。 （172）欲知此義。有庚

有略。略而言之。破四種三。一執三教定非方使。二執三人定是別趣。三執三

堕塑里。堕塾三里型（173層。極破此四種所執之相。遣其四種能執之見。 (I問是

故建立ー(175）乗真貰。謂立一教（J間故則破三教。立一人故(JJη則破三人。立一因

放（！？剖則破三因。立一果故(I市）則破三果。立一理性通破四三。 以四一皆同一乗

理故。盟各説如是。廃而論之。為破（剛十種凡聖執。 故説七種響及三平等。此

義至彼第六門緯。第三明詮用寛也。
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〔訓読文〕

問う。［③］三を曾してーに蹄すの、其の義巳に顕わる。［④］三を破してーを

立つるは、云何が知る可きや。答う、 此の義を知らんと欲せば、 康有り、 略

有り。略して之れを言わば、{JSJ）四種の三を破す。ーには、三教定んで方便

に非ずと執す。二には、 三人定んで是れ別趣なり と執す。三には、 三因

（附型堅なりと執す。四には、 三果型固なりと執す。此の四種の所執の相を

破するを極め、其の四種の能く執するの見を遺る。是の故に一乗真貫を建立

す。謂わく、 一教を立つるが故に、則ち三教を破し、一人を立つるが故に、

則ち三人を破し、 一因を立つるが故に、貝ljち三因を破し、 ー果を立つるが故

に、 則ち三果を破す。一理の性を立て、通じて(J削四三を破す。(I削四一皆な

一乗の理に閉じきを以ての故に。略説すること是くの如し。廃く之れを論ぜ

ば、十種の凡［夫］ ・聖［人］の執を破するが為めの故に七種の響及び三平等を

説く。此の義は彼の第六門に至りて緯す。第三明詮用寛るなり。

3 日本仏教における『法華宗要』の受容と展開

以上、「第三明能詮用」の訳注を終える。以下では、日本仏教における

『法華宗要』 の受容と展開について論究していきたし、。先述したよ うに、本

箇所は、後代の章疏において最も多くの引用 ・援用が見られるところである。

後代の章疏における引用 ・援用自体が、以下の表のように六師6部に限ら

れるといった現状もあるが、ともあれこれが日本の華厳宗章疏に顕著（五師

5部）であることが分かる。

著者 書 名 『法華宗要』

(1) 表員（CE.-751－）集 「華厳経文義要決問答』（SZ.8no.237) 第二 ・第三

(2) 苦手震 (CE.-757・791-)述 『華厳五教章指事』（T.72no.2337) 第二 ・第三

(3) 増春（CE.947-956－）釈 「華版一乗義私記』（T.72no.2327) 第二のみ

(4) 凝然 （CE.1240-1321)述 『五教章通路記』（T.72no.2339) 第二 ・第三
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(s) II審乗 （CE.12581313 ）撰 ｜『華殿五教章問答抄』（T.72 no.2340) I第三のみ

(6) II普寂（CE.1707-1781）撰 ｜『華厳五教章桁秘紗』（T.73no.2345) I第二のみ

具体的にその該当箇所を示せば、以下の表（附のとおりである。

第二 『要決問答』 『指事』 『私記」 「通路記』 『桁秘紗』

《1》
①436al7-19 

（元暁師云）

①205b27 29 
①44bl5-17 

①316a21-23 ①640c24-25 
《3》 ①436al9 

（元暁師云）
（指事中引

（指事云） （指事云）
元暁肺線云）

《15》 ①205b29 205c03 ①44bl7-19 ①316a23-26 ①640c25-26 

《16》 ①436al9-436b02 

《17》 ①436b02 

第三 『要決問答』 『指事』 『通路記』 『問答抄』

《l》

《2》
②206b24-206c02 ①620c05-09 

（元l廃師云） （指事云）

《3》 ②206c02-07 ①620c09-13 

《4》 ②206c07-13 ①620c13-16 

《5》 ③436c24-437a02 
③206c29 207a04 

（元l路師云）

《6》 ③437a03-12 ③207a04 05 

《7》 ③437a12-16 

《8》 ③207a05 11 

《9》 ②436b04-09 

《10》 ②436b09-13 

《11》 ②436bl3-16 
⑤346bl6-21 

（元l廃法花宗要云）
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《12》 ②436bl6-19 ⑤346b21-24 

⑥215c08 
④342bl7 ，， 
（巳上議室長師意）

《13》 ②436bl9-24 ⑤346b24-346c03 

《14》 ②436b24-436c10 ⑤346c03-l 7 

《15) ②436c10-14 
④208al 7-27 ②326c04-15 

（元瞬解云） （元暁師解云）

⑤213c06-13 ③338a08 15 ，， 
（上引元｜境師説云） （指事云）

《16》 ②436c14-18 

《17》

《18》 ②436c18-24 

表員の『要決問答』は、「法華宗要』の論述順に比すれば、前後の相違が

見られるが、 一箇所（436al7-437a16）の全文が『法華宗要』と合致し、こ

れを 『法華宗要』からの引用と看倣せば、その引用回数は、 「第二弁経宗」

での二回 （ただし、 『要決問答Jでは続く 一文 ・①）と、 「第三明能詮用」で

の二回（②、③）とを合わせて計四回となる。

喬霊の『指事』は、『要決問答』と同じく 『法華宗要Jとは順不同であっ

て、これを 『法華宗要』からの引用と看倣せば、 「第二弁経宗」での二回

（ただし、『指事』では続く 一文・ ①）を含め、 「第三明能詮用」での引用

（②、③［《5》・《6》、《8》］、④、⑤）五回と、援用（⑥）一回とを合わせ

てその回数は八回となる。

凝然の『通路記』は、「第二弁鰹宗」での二回（ただし、 『通路記』では続

く一文 ・『指事』①からの孫引き）と、「第三明能詮用」での 『指事』からの

孫引き（②、③、④） 三回及び書名を挙げての 『法華宗要』からの直接引用

（⑤） 一回とが見られ、『指事』からの孫引きを含めて合計すれば、その回数

は六回となる。後述するように、確実に 『法華宗要』からの引用と認めて良
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いのは、 書名を挙げて引用している凝然の『通路記』⑤に限ると言えるo

審乗の「問答抄』は、 「第三明能詮用」での一回（『問答抄』では続く一文 ・

『指事』①からの孫引き）のみである。

なお、 「第二弁経宗」 においてのみ引用が見られる増春の『華厳一乗義私

記』 及び普寂の 『華巌五教章術『必室長、』 は、いずれも 『指事』 からの孫引きで

あり、その回数はそれぞれ二回（ただし、それぞれ続く 一文 ・『指事』①か

らの孫引き）である。

かくして、日本仏教における 『法華宗要』（或いは散逸の『華巌経疏』）の

受容は、も っぱら華厳宗章疏に集中・限定されるといった特徴的な展開が見

られ、 書霊の『指事』 を発端にして、一乗思想、を論証していく際のー論拠と

して用いられていることが確認できた。このよう な受容と展開を鑑みれば、

「五宗録」の うち、園超録（CE.914）『華厳宗章疏井因明鋒』だけに「法華

宗要一巻 （元暁述）」（T.55no.2177 p.l134b, l.24）と本書の記録が見られる

ことも、 『法華宗要』 の現存する唯一のテキス卜の奥書に「弘安六年八月十

七日 ［CE.1283/9/1日相承之了華巌宗沙門［花押］」（NNJ.p.53, ll.398-399) 

とある こと も大いに領けるものがある。

4 結 5否

しかしながら日本仏教の、なかで、も華厳宗の毒霊によってヲ｜かれたがため

に、その後の華厳宗章疏においても孫引きされるようになった、現行本『法

華宗要』 と一致する文例というのは、凝然の『通路記』を除いては、厳密に

言えば 『法華宗要』からの引用ではなく、 おそらくは散逸の『華巌経疏（I師）』

からの引用と見るべきものではなかろう か。

もちろん筆者とてこの推論を成り立たしめる確たる論拠があるわけではな

い。とはいうものの、以下に論ずるように、現況からすれば、これを 『法華

宗要』 からの引用と看倣しうるような根拠もまた乏しいのである。
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というのは、確かに凝然も 『通路記』において、 害等霊が引いている元暁の

説を孫引きしている。しかしその一方で、彼は 『法華宗要』の書名を挙げて、

これを直接引用 （《11》～ 《14》）している。問題は、この直接引用文例が毒

霊の『指事』には見当たらないことである。

ただし、表員の『要決問答』にはこれが見られる。 しかしながら表員の

『要決問答』は、現行本 『法華宗要』と論述の順序を異にし、また 「第三明

能詮用」のほぼ全文を引きながらも、いかなるゆえんであろうか 《8》・

H7》はその引用が見当たらなL、。さらに言えば、元暁の 「四教判」のうち、

「三乗別教」が論じられているところ （《14｝・05》）の、表員の 『要決問答J

と現行本 『法華宗要』とでは、 98字という文字の出入が見られる（l問。

したがってこのことは、 元暁の『法華宗要』と散逸の『華巌経疏』 とに同

様の文例があ ったという可能性を示唆すると同時に、「宗要シリ ーズ（醐」の

著述動機ないしは述作意図に対する以下のような新説の提示を可能にする。

すなわち、 『華巌経疏』は、 「宗要シリ ーズ」の集合版、或いは「宗要シリ ー

ズ」は、『華厳経疏』に集約されていた、もしくは 『華巌経疏』を撰述する

ために 「宗要シ リーズ」が撰述されるようになったと。言い換えれば、 「宗

要シリーズ」は、 『華巌経疏』を仕上げるための準備段階としてまとめられ

たものであるというふうに位置付けることができるのである。

さて、この新説の正否、つまりは元瞬の著述活動における最後の作品こそ

『華厳経疏』であるか否か、ということが判明できれば、新たに元暁の 「四

教判」並びに 『法華宗要』の成立に関する以下のような仮説の解明にもつな

がるであろう。

『法華宗要』において示される元暁の 「四教判」を思想、の完成と見るべき

か、それとも深化の途上たる未完成なるものと見るべきか、ということを問

題として考える場合、必ずしも十分な論拠が示されているとは思えないが、

現状は 「『華厳経疏』が元暁最後期の著述（剛」 として知られていることから、
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『華巌経疏』を元暁の円熟期の著述と看倣し、その前段階なる著述に想定さ

れうる 「法華宗要』においては、彼の 「四教判」は未だ完成されていなかっ

たとみれば、 『法華宗要』＝争『華厳経疏』という影響関係が成立するであろ

つ。

しかしその逆の発想で言えば、 『華厳経疏』においてすでに完成されてい

たがために、 『法華宗要』においては、敢えて詳述することをしなかったと

みることもできるゆえ、この場合は、 『華巌経疏』二争『法華宗要」という影

響関係さえ も成立しうることとなり、この限りにおいては、 『法華宗要』を

『華巌経疏』以降に撰述された、元暁の最晩年の著述のーっとして位置付け

るといった仮説がありうることになろう。

しかれども 『華厳経疏』は散逸、 『法華宗要』は 「四教判」のうち、具体

的には 「三乗別教」についてのみ論じられているため、事実上検証し難い研

究テーマであると言わざるを得なL、。

ともあれ 『華巌経疏』が「宗要シ リーズ」撰述の産物にしてその延長線上

にあるか否かという問題は、非常に興味深い研究テーマであるため、この課

題については今後さらに追究していきたい。

(2012年 3月24日稿）

註記

( 1 ）拙稿 ［2011］「元｜境 『法華宗要』訳注（ 2 ）」（『例教準論集』28、pp.17-52)

（以下、 「訳注（ 2）」）、［2011］「元瞬 『法華宗要』訳注 (1）」（『大学院年報J

28、pp.4560) （以下、 「訳注 (1）」） 参照。

( 2 ）凡例及び参考文献は 「訳注 (1）・（2）」を参照されたL、。

( 3）鳩摩羅什訳 『妙法蓮華経』「法師品」に 「一切菩薩阿縛多羅三義三菩提。皆腐

此経。此経｜苅方使門。示員寅相。」（T.9no.262 p.31c, 11.15-17）とある。平井

俊栄博士はこの引用文例を軸に、吉蔵の 『法華玄論』との関係について 「『玄

論』の 「弘経方法」と『宗要』の 「明詮用」であるが、－－－ 「明詮用」の冒頭

に経の 「法師品」の一旬を引くなど、－－－－内容的には 『玄論』と類似した文脈

が多いことなど関係の深いことがうかがわれる。」、「これは 『玄論』の 「弘経
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方法」が、同品の 「j法師義」によって立てられているのと符節を合わせている

ともいえる。」 （平井俊栄日987]p.103, p.108註 （6 ) ）と指摘している。

( 4)「原本」には 「阿樗菩提」とあるが、 『妙法蓮華経』「法師品」の該当箇所には

「阿縛多羅三毅三菩提」とある。

( 5 ）「原本」にはないが、 『妙法蓮華経』「法師品」の該当箇所には 「此経＋開」と

ある。

( 6 ）苦手重量述 「Z在殿五教章指事』（以下、 『指事』） 上巻本に 「元暁師云。此名方便。

略有四義。一者仰方便智之所説教。依主立名。名方便数。三者gp三乗巧JI民三機。

持業作名。名方便数。三者矯一乗数。作前方便因。是後説一乗正教。針後正教。

名篤方便。四者於一乗理。権設方便。非良質説。是方便義。豊1異質説。名篤方

使。依此四義。故名方使。」（T.72no.2337 p.206b, 1.24 p.206c, 1.2）と、審乗

撰 『華殿五教章問答抄』（以下、 『問答抄』） 上上に 「十二。 開方便門示良質相

事 指事云。 元暁云。 此名方便。 略有四義。一者併方使智之所説教O二者~il三

乗巧順三機持業作名O三者篤一乗数作前方使O四者於一乗理機説方使」（T.72

no.2340 p.620c, 11.5-9）とある。

( 7 ）「原本」には 「教」とあるが、 『指事』・『問答抄』には 「教」の字を欠く。

( 8）『大正蔵』の誤り。『大正蔵』には 「乗」とあるが、 『指事』・『問答抄』に 「業」

とあり、 「原本」にも 「業」とあるため、 骨 に訂正して採用する。

( 9）【依主釈】（tat-puru号a）広義では、 lllI分が後分によ って制限され、 単諮問の子

音が脱落するような合成語をいう。狭義では、前分が後分に対して格の関係を

有するような合成語をいう。

(10）【持業釈】（karmadh亙raya）総じていえば、前分の諮が後分の作用 ・性質 ・

状態などを持つような合成語をいい、同格もしくは醤織を表す。

(11）『指事』上巻本に 「此名篤門。有其二義。ー者出義。諸子依此出三界故。二者

入義。又依此数人一乗放。然門有二名。若言併門人門。fllj門非例人。若言板門

竹門。吋lj門是板竹。今三乗数名方便門者。同板竹門云。即＠是方使。是故名篤

方便門也。」 【T.72p.206脚註＠】 「［則門・門］一卜八字ー⑪」 【T.72p.204脚註

＠】 「［是］ー⑨＇j(T.72 no.2337p.206c,11.2 7）と、 『問答抄』上上に 「O此名

~門。 有其二義。ー者出義。 諸子依此出三界故。二者入義。 又依此数人一乗故。

然門有二名。若言俳門人門。則門非俳人。若言板門竹門。即門是板竹。今三乗

数名方使門。同板竹門」（T.72no.2340 p.620c, 11.9-13）とある。

(12）「原本」の術字。『大正蔵』にはないが、 「原本」に 「有」とあるため、 〔原文〕

には、 「酔を補填して採用する。ただし、 『指事』・『問答抄』には見当たらな

いため、 〔司｜｜読文〕には反映しない。

(13）吉蔵撰 『法華玄論』巻第五に 「又世人言仰門人門等皆従所通局門也。’前骨豊得名

者方便鴬健康通故名銭円。1!相亦爾。如l言竹門板門也。常門健是竹板故以賞飽

得名也。」（T.34no.1720 p.398a, 1.29 p.398b, 1.3）とあり、平井俊栄博士によっ

て 「といっている ［＝上記の］文章を援用したものであることは明らかである。
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文の趣旨といい、仏門・人門に対する竹門・板門という磐l除の素材からいって

も両者は全く 一致している。この文脈は 『遊意』には見られないものであるか

ら、これから推しても 『宗要』が 『遊意』のみならず、『玄論』をも参！！l;t依用

したという事実は疑いのないとこ ろである。」 （平井俊栄口987]p.104）と指

摘している。引用文中、［ニ…］括弧内は筆者による。以下同様。

(14）「原本」・『指事』には 「則」とあるが、 『問答抄』には 「即」とある。

(15）「原本」・『指事』 には 「者」とあるが、 『問答抄』には 「者」の字を欠く。

(16）「原本」には 「門即」とあるが、 『指事』 には 「云即」とある。

(17）「原本」・『指事.J（甲本）にはないが、 『指事』には 「是」とある。

(18）〔解説〕門は、仏、或いは三乗行人といった門を通過 ・利用する主体を答える

ものではなく、板、竹といった門の種類、すなわち教えの手段としての種類

（ー乗教、三乗教）を答えるのであるという意。これは 『妙法蓮華経文句』巻

第三上 （T.34no.1718 p.36b, ll.8-12）において示される 「能通方便」（真実の

門に導き入るための通入の門）とも相通ずる概念である。

(19）『指事』上巻本に 「開方便門。有其二義。若望出義。設三乗時。関市不問。望

其入義。説三之時。閉而不開。雌出三界。未入一乗。故今説一乗数。言三是方

使。方開方便門。令入一乗故。如経下文言。 常知。諸仰方便力故。於一例乗。

分別説三。 此言正開方便之門」CT.72 no.2337 p.206c, ll. 7-13）と、『問答抄』

上上に 「O開方便門有其二義。若望出義説三乗時。開而不閉。望其入義説三之

時。閉市不開O今説一乗数。言三是方便。方開方使門令入一乗故（文）」（T.72

no.2340 p.620c, ll.13 16）とある。

(20）「原本」には 「方使」とあるが、 『指事』 ・『問答抄』には 「方便」の語を欠く。

(21）「原本」にはないが、『指事』 には 「虫D＋経」とある。

(22）『妙法蓮華経」「響H食品」に 「合利弗。以是因縁。嘗知諸例方便力故。於一例乗

分別説三。」 （T.9no.262 p.13c, 11.16 18）とある。

(23）〔解説〕衆生をして三界より出だせるための三乗教を説く時には、方便の門を

開いたままにし、その三乗行人をしてー乗真実に入らしめんと三乗教を説く時

には、方便の門を閉めたままにするという意。

(24）新羅表員集 『華厳経文義要決問答』（以下、 『要決問答』） 巻第三 （二科入）に

「凡如前説一乗人法。法相常住。道型究覚。天魔及外道。所不能破。三世諸仰。

所不能易。以是義故。名員'tr相。」（SZ.8no.237 p.436c, 1.24 -p.437a, 1.2）と、

『指事』上巻本に「言示良質相者。元暁＠師云。此示亦二。 先I拘所示。次明能示。

所示之異質相。謂一乗人法。法相常住道理究覚。天魔外道。所不能破。三世諸

例。所不能易。以是義故。名員賀町目。」 【T.72p.205脚註＠】 「［師］ー⑨・」【T

72 p.207脚註＠】 「相＝想⑨」（T.72no.2337 p.206c, 1.29 -p.207a, 1.4）とある。

(25）「原本」・『指事』 には 「謂」とあるが、『要決問答』には 「凡」とある。

(26）「原本」・『要決問答』には 「如前説」とあるが、 『指事』には 「如前説」の句を

欠く。
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(27）「原本」・『指事』にはないが、 『要決問答』には 「！縫＋及」とある。

(28）「第二弁経宗」のこと。

(29）ただし、『法華宗要』の本文に問答の語はない。

(30）『要決問答』巻第三（二科入）に 「問非三非ー。 無人無法。都無所得。如是正

翻。乃篤員賞究克一乗。所以然者。諸有所得。無道無果。無動不出故。故知前

非三是一。能乗所乗人法之相。不出凹句。是有．所得。云何設此然民主！＇相 。答此

説不然。所以然者。若言非三是一不一不出凶句故。是所得非究党者。是則有所

得。篤非無得。篤是亦入四句故。是有所得。亦非正観。若言寄言説無所得。而

非主日言取於無得。是故#If得不入四句者。他亦寄言。仮設一乗。而非如言取於一

乗。所以一乗亦出l!Y句。是故1道知1遂言倶非。不亦臆是賞。」（SZ.8no.237 

p.437a, ll.3 12）と、 『指事』上巻本に 「而非三非一。主ff人無法。都無所得。如

是正観。乃名良質究覚一乗＠（云云）」【T.72p.207脚註＠】 「云云＝一乗⑨」

(T.72 no.2337 p.207a, ll.4 5）とある。

(31）「原本」・『指事』には 「而」とあるが、 『要決問答」には 「問」とある。

(32）「原本」・『指事』には 「名」 とあるが、『要決問答』には 「翁」とある。

(33）慧均（CE.-574－）撰 『大乗凹論玄義記』（以下、 『四論玄義』）巻第十に 「故大

品経大経 ［ニ鳩摩羅什訳 『摩詞般若波緩蜜経』（T.8no.223 p.414b, 1.18 -p.414c, 

1.1) J云O 有所得者無道事ff果。不動不出。故都牧乗。」（SZ.46no. 784 p.654c, lL. 2 

3）と、吉蔵造 『法華遊意』に 「二者縦有比因果者。彼使諸道理有此因果則成

有所得。経云有所得者無道無果。以何局宗。又有所得者経云不動不出。都非柔

義。」（T.34no.1722 p.637b, lL.2-5）とあり、本箇所からの援用と考えられる。

本事例により元暁は 『法華宗要』 において吉蔵のみならず、慧均の 『四論玄義』

をも参照していた可能性が指摘できょう。とくに元暁は 『沌繋宗要』において

『四論玄義」を承けていたことが指摘されている。詳しくは、鎌田茂雄 ［1984]

「釈華厳教分記円通紗の注釈的研究 （三）之二」（『東洋文化研究所紀要』95、

pp.154-155）参照。

(34）「！京本」には 「不」とあるが、 『要決問答』には 「無」とある。

(35）「原本」にはないが、 『要決問答』 には 「出＋故」とある。

(36）「原本」には 「如」とあるが、 『要決問答』には 「如Jの字を欠く 。

(37）「原本」には 「解云」とあるが、 『要決問答』には 「答」とある。

(38）「原本」には 「言」とあるが、『要決問答』には 「説」とある。

(39）「原本」には「者何」とあるが、 『要決問答』には 「然者Jとある。

(40）「原本」には「ー不」 とあるが、 『要決問答』には 「ー不十一不」とある。

(41）「原本」には「有」とあるが、 『要決問答』には 「有」の字を欠く。

(42）「原本」にはないが、 『要決問答』には 「有＋所」とある。

(43）【無所得】無相の理を体して、心中に執著 ・分別するところなきをし寸。

(44）〔解説〕前文の非なることを主張している。すなわち（4）ではなく （2）であるとい

う意。

-65一



元暁 『法華宗主Z』沢注（3)

(45）【有所得】ー異 ・有無 ・是非などの相対法において其の一分を捨てて他の一分

を取らんとする心。絶対的にL、ずれのーをも取らざる無所得の対。

(46）「第二弁経宗」に 「一乗の賀相、略説するに二有り。詰わく、能乗の人及び所

乗の法なり。」（「訳注 （2）」 p.20）とある。

(47）【凹句分別】対立する二つの概念をもって物事を四つのありように分かてその

いずれも成立しないことを論証する仏教特有の議論方法。ここでは、（1）三にし

てーに非ず。（2）ーにして三に非ず。（3）三にして一。 （4）三に非ずーに非ずの四句

をいう。

(48）〔解説〕言の如く無得を取らないので、無得は四句に入らずと言うは非なり。

また、 言の如く一乗を取らないので、 一乗は四句を出ずると言うも非なりとい

う意。

(49）〔解説〕逆説。しかし取ると言う以外にはない。すなわち言葉に寄らざるを得

ない （消極的な肯定）。 したがって二説（非如言取於元得 ・非如言取於一乗、

もしくは、有所得 ・無所得）は異なりはないという意。

(50）『要決問答』巻第三（二科入）に 「問若不取言皆魚賞者。彼三乗数。亦店長是賞。

答通義皆許。而有別義。以三言下都知t三理。一乗数下不無一理。故三是他。一

乗是賞。雌不無ー。 而非有一。 是故。亦非有所得也。上来開方便門。示良質相。

其如是。」（SZ.8no.237 p.437a, U.12-16）とある。

(51）「原本」の術字。『大正蔵』にはないが、 「原本」に 「教亦Jとあるため、〔原文〕

には、 「雇動を補填して採用する。ただし、 『要決問答』には見当たらないた

め、 〔訪｜｜読文〕には反映しない。

(52）「原本」には 「乗教」とあるが、 『要決問答』には 「言」 とある。

(53）「原本」には 「所示真質其相如是」とあるが、 『要決問答』には 「其如是」とあ

る。

(54）『法華玄論』巻第五に 「能示所示者。 ~~開三是方使門。 則示一乗篤良質。 主I智

即是能示。一釆~~是所示。 故1t智有二能。一能開二能示也。 如人手能開門又示

門内之物。是門内之物mi是所示手是能示也。」 （T.34no.1720 p.398a, ll.13-17) 

とあり、本箇所からの援用と考えられる。

(55）『指事』上巻本に 「能示之用。有其二種。ー者間関之示如Hi『。開三是方使時。

m1~11一乗是良質。 故如開門時~n見内物。二者異開之示。 異前開三別設一乗問。

是皆得悟一乗義。故如以手指方見内物。如下文言。 諸併l唯以一大事因縁故。出

現於｜立。如是等。言良質相也」（T.72no.2337 p.207a, ll.5-11）とある。《8》

は 『要決問答』にその引用が見当たらなL、。

(56）『大正蔵』の欠字 （21/43）。「原本」は破損しているが、『指事』に 「之」とあ

るため、骨 に確定して採用する。

(57）「原本」には 「則」とあるが、 『指事』には 「同」とある。

(58〕『大正蔵』の誤り。『大正蔵』には 「之」とあるが、 『指事』に 「是」とあり、

「原本」にも 「是」とあるため、 「島 に訂正して採用する。
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(59）「原本」にはないが、 『指事』には 「皆＋得」とある。

(60）『大正蔵』の欠字 （22/43）。「原本」は破損しているが、 『指事』に 「指」とあ

るため、 「圃」に確定して採用する。

(61）『妙法蓮華経』「方便品」に 「所以者何。諸｛弗世尊i准以一大事因縁故出現於世。」

(T.9 no.262 p.7a, ll.21-22）とある。

(62）「原本」にはないが、『妙法蓮華経』「方便品」の該当箇所には 「仰＋世尊」と

ある。

(63）「原本」には 「｛是｝示」 とあるが、『指事』には 「｛是｝示」の句を欠く。

(64）元l廃の四車系に対する批判。「三車家の代表は法相宗の基であり、凶車家の代

表は法雲や智顕である。吉蔵は三車家の代表と言われてきたが、近年の研究に

よって、 三車家と四車家のいずれか一方に執著することのない自由な立場に立っ

ていたことが論証された。」 （菅野博史 ［1992]p. 79）参照。

(65〕『要決問答』巻第三 （二科入）に 「問開方使門。示良質相。其義云何。 答－

開示中。含有四種義。一者用三局一前三乗之教。m喬一乗数故。二者！｜等三致ー。

終彼三乗之人。同致一乗果故。三者合三蹄一。 曾昔所説三莱因果。還蹄於本一

乗理故。四者破三立一。 破彼所執三乗別趣。以立同蹄一乗義故。」（SZ.8no.237 

p.436b, ll.4-9）とある。

(66）「原本」には 「合」とあるが、 『要決問答』には 「合」とある。

(67）「原本」にはないが、 『要決問答』には 「四十種」とある。

(68）「原本」には 「前」とあるが、 『要決問答』には 「前」の字を欠く。

(69）「原本」には 「用」とあるが、 「要決問答』には 「用」の字を欠く。

(70）以下 《10》からは、自らが立てたこの凶義について論ずる。参考までに 『目論

玄義』巻第十には 「賀而論之。一乗作分別。無分別説。皆是摩詞｛行正行放。亦

名~言三蹄一。 亦名破三蹄ー。 亦名開三蹄ー。 亦名媛二立一也。」（SZ :46

no. 784 p.643c, ll.17-19・雀鉛植 ［2009]p.507、『大乗玄論』巻第三には 「次論

四句。問 舎三筋一破三蹄ー 開三瀬一 般三立ー 有何異耶。」（T.45no.1853 

p.44c, ll. 26-27）とある）と、 『法華遊意』には 「第六論三一義。此経始末論三

＠一関合凡有十門。一者開三顕一。二者舎三蹄一。三者康三立一。 四者破三明

一。 五者裂三明一。 六者三前。緋一。 七者三中明一。八者三後緋一。 九者絶三

明ー。 十者無三耕一也。」【T.34p.646脚註＠】「一十（之）⑪」 【T.34p.647脚註

＠】 「緋＝明⑨」 （T.34no.1722 p.646c, 1.28 -p.647a, l.3・吉蔵撰 『大乗玄論』

巻第三 T.45no.1853 p.43a, 1.28 -p.43b, 1.3に同文）とある。

(71）『要決問答』巻第三 （二科入）に 「問周三銭ー。 将三致ー。 是二未聞。以何局

設。答法華方便品。例以無数方便。演説諸法。是法皆角一例乗故。此義正是用

三局一之設也。又言。 是諸衆生従仰開法。究覚皆得一切積智。此言正是終三致

一之謹也。」（SZ.8no.237 p.436b, ll. 9-13）とある。

(72）「原本」には 「知」とあるが、 『要決問答」には 「聞」とある。

(73）「原本」にはないが、 『要決問答』には 「答＋法華」とある。
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元暁 『法華宗要』訳注（3)

(74）「原本」には I言」 とあるが、 『要決問答』には 「言」 の字を欠く。

(75）『妙法蓮華経』「方便品」に 「舎利弗。現在十方無量百千高位、例土中。諸｛弗世尊

多所続益安楽衆生。 是諸｛弗亦以無益事~数方便。 種種因縁。 醤II食言僻。 而馬衆生

演説諸法。是法皆矯一例乗故。是諸衆生。 従仰開法。究党皆得一切種智。」 （T.9

no.262 p.7b, ll.11-16）とある。

(76）「原本」には 「文」とあるが、『要決問答』には 「義」とある。

( 77) 『要決問答』 を第三 （二科入） に 「問曾三因果締本一者。 ~嘗三皆非異故蹄於

一質問l。偽首l栓二非賞以鴎於一貫耶。若貴日後者。何故。経云。我有方便力。開

示三采法。若血目前者。云何復言l准是事賞。飴二即非員。」 （SZ.8no.237 p.436b, 

11.13-16）と、凝然述 『五教章通路記』（以下、 『通路記』）巻第八に 「元暁法花

宗要云。間合三因果郎本一者。箆岱三皆非賓故。錦於－'tr耶。篤嘗l惟二非賞。

故師於－tr耶。若虫日後者。何故経言孜有方便力開示三乗法。若如前者。云何後

言喉是一事tr徐二則非民。」 CT.72 no.2339 p.346b, 11.16-21）とある。

(78）「原本」・『通路記』には 「質」とあるが、 『要決問答』には 「異」 とある。

(79）「原本」・『通路記』には 「故」とあるが、 『要決問答』には 「以」とある。

(80）「原本」・『通路記』には 「言」 とあるが、 『要決問答』には 「云」とある。

(8 1）『妙法~華経』「方使品」 に 「我有方便力 開示三乗法」（T.9no.262 p.8b, I. 27) 

とある。

(82）「原本」・『要決問答』には、「復」とあるが、『通路記』には 「後」とある。

(83）『妙法i遊撃経』「方使品」に 「唯此一事1主 総二則非員;J(T.9 no.262 p.8a, 1.21) 

とある。

(84）「原本」・『要決問答』・『通路記』には 「是」とあるが、 『妙法蓮華経』「方便品」

の該当箇所には 「此」とある。

(85）「原本」・『通路記』・『妙法蓮華経』「方便品」の該当箇所には 「一」 とあるが、

『要決問答』には 「ー」 の字を欠く 。

(86）「原本」・『通郎記』・『妙法蓮華経』「方使品」の該当箇所には 「則」とあるが、

『要決問答』 には 「~n」 とある。

(87〕『要決問答』巻第三 （二科入）に 「答或有説者。三皆非賞。如前文説。而言－

rt二非民賓者。三中之一。 輿mt三之一。 倶是仰乗通説。是賀吉宗二不開別言非賞。

由是義故。二文不透。」（SZ.8no.237 p.43δb, 11.16-19）と、 『通路記』巻第八に

「答或有説者。三皆非賞。如前文説。而言一貫二非員者。三中之ー。 輿無三之

一。 供是仰乗。通説是主t。鈴二不開。別言非賞。由是義放。二文不遠。」 （T.72

no.2339 p.346b, 11.21-24）とある。

(88）「版本」・『通路記』にはないが、『要決問答』には 「員＋質」とある。

(89）『法華遊意』に「問。以何義故明一乗是三乗中例乗。復以何義明一乗非是三乗

中f~；采耶。 答。欲明三乗磁出1笠采君主故。封二乗之方便明仰乗是員賞。故文云

唯此一事tr徐二則非民。 所以明一乗是三乗中之一也。 就仰乗中復・自開員J!i.~ 。
昔~二乗人説仰方使身故例乗是方便身。 m11以今敬明｛弗身是異質故。 異質之乗異
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元暁 「法華宗家一』訳注（3)

方便仰。如師子座長者異著弊垢衣長者。以約今昔雨敬明仰有権貨不同。是放一

乗非三乗中之＠一也。 問。此経中始末或言併以方便力示以三乗数則三＠乗並是

方便。又云唯此一事資自余貝リ非民。是則二方＠使。雨文相違。何以＠通合。答。此

二文猶是一義。無相違也。於一例乗方便説三。」 【T.34p.647脚註⑪】 「［自］

⑨」 【T.34p.647脚註＠】 「ー＋（乗）⑪」 【T.34p.647脚註＠】 「乗＋（数）ィ⑨」

【T.34p.647脚註＠】 「使＋（悌乗是良質此）⑪」 【T.34p.647脚註＠】 「通合＝

舎通耶⑪」（T.34no.1722 p.647b, 1.20 p.647c, 1.4・『大乗玄論」巻第三 T.45

no.1853 p.43b, 1.27 -p.43c, 1.12に同文）とあり、本箇所からの援用と考えられ

る。吉殺の著述における本箇所の類似文例については、末光愛正口981]「吉

蔵の頓漸説と三車四車説天台の頓漸説との類似」（『印度撃仰教撃研究』301、

p.140）参照。

(90）『指事』上巻末に 「然三＠之中ー。 興事1t三之ー。 倶皆是｛弗乗故。共菩薩所乗故。

非如二乗週異乗故。是故mi員不待週也。所望異故。不相違也。」 【T.72p.215胸l

註＠】 「之中二中之⑨」（T.72no.2337 p.215c, ll. 7-10）と、 『通路記』巻第八に

「然三中之一。 輿無三之一。 但皆是俳乗放。共菩薩所乗故。非主日二乗週異乗故。

是故~D i震；不待廻也。 所望巣故。 不相違也。」（T 72 no.2339 p.342b, ll.17 19）と

ある。

(91）「原本」の術字。『大正蔵』にはないが、 「原本」に 「者三」 とあるため、 〔原文〕

には 「間」を補填して採用する。ただし、 『瓢問答』・『通 院」には見当

たらないため、 〔w11読文〕には反映しなし、。

(92）「原本」には 「用」とあるが、 『要決問答』・『通路記』には 「用」の字を欠く。

(93）〔解説〕問者の論拠に対する元l廃の批判の一文か。

(94）『要決問答』巻第三 （二科入）に 「或有読者。唯二非賞。如後文故。説三乗皆

方使者。於一賞中如非賞。合説筋三是非賞。如人手内貿有一菓。方便言三。三

非是賞。無三葉故。考市論之。一菓是賞。二是方便。有一菓故。立日智度論云。

於一例乗。開局三分。如人分一斗米。以篤三表。亦得言合三衆録一。 亦得言合

三爽」（SZ.8no.237 p.436b, 11.19 24）と、 『通路記』巻第八に 「我或有説者。

l唯二非賞。如後文故。而説三乗皆方使者。於一質中。加ニ非賞。合設筋三。 是

三非賞。 如又手内覧有一果。 方便言三。三非是賞。 者！~三菓故。 老而論之。ー菓

是賞。二是非賓。有一葉故。如智度論云。於一例乗。開篤三。 如人分一斗＠未。

以~三~。 亦得言禽三潔競一。 亦得言曾ニ衆院ー。 舎三曾二。 猶是一義。 不相

途也。」 【T.72p.346脚註＠】 「未＝米カ⑮」（T.72no.2339 p.346b, 1.24 -p.346c, 

1.3）とある。

(95）「原本」・『要決問答」にはないが、 『通路記』には 「我＋或」とある。

(96）「原本」・『通路記』には 「而」とあるが、 『要決問答』には 「市」の字を欠く。

(97）「原本」・『通路記』には 「加」とあるが、 『要決問答』には 「如」とある。

(98）「原本」・『通路記』には 「二」 とあるが、 『要決問答』には 「二」 の字を欠く。

(99）「原本」・『通路記』には 「三」 とあるが、 『要決問答』には 「三」 の字を欠く。
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(100）『法華遊意』に 「次云一乗是＠員I'l'二乗是方便。如人手内'CT有一葉方使言三菓。

次第考論者。一葉是賞。二是方便。＠故説三説二並是方便猶是一義不相違也。

問。篤合三鴎一。気合二蹄ー。 答。此._El猶是ー＠義智度論云。 於－f~弗乗開篤三

分。 如人分ー斗米局三策。 亦得合三衆篤ー緊。 亦＠得合ニ薬師－~臣曾三舎二猶

是一義不相違也。」 【T.34p.647脚註＠】 「［良］ ⑨」 【T.34p.647脚註＠】 「故

＋（方便）ィ⑫，（方使）⑪」 【T.34p.647脚註＠】 「且＝亦⑨」 【T.34p.647脚註

＠】 「義＋（故）⑪」【T.34p.647脚註＠】 「得＋（言）⑪」（T.34 no.1722 p64 7 c, II. 

4-11）と、 『大乗玄論』巻第三に 「次云一乗是寅二是方便。如人手内賀有一果

方便言三果。次第論者。一果是'Cl＇二是方便。故方便設三及二。 是方便猶是一義。

不相違也。問策合三蹄ー篤合二蹄一。 答此亦是一義。智度論云。於一例乗開篤

三分。如人分一斗米銭三衆亦得合三液第一索。亦得言合ニ来錦一衆。合三舎二。

猶是一義不相違也。」 （T.45no.1853 p.43c, ll.12-19）とあり、本箇所からの援

用であること が指摘されている。 （徐布Ii鉄 ［1985b]pp.356 357・福士慈稔

[1991] p.640）参照。

(101）「原本」・『要決問答』・『法華遊意』・『大乗玄論』には 「人」とあるが、『通路

記』には 「又」とある。

(102）「原本」・『要決問答』・『法華遊意』には 「菓」とあるが、 『通路記』・『大乗玄

論』には 「果」とある。

(103）「原本」・『要決問答』には 「考而論之」とあるが、 『通路記』には 「老而論之」

とある。また、『法華遊意』には 「次第考論者」と、 『大乗玄論』には 「次第論

者」とある。

(104）「原本」・『要決問答』・『通路記』・『法華遊意』には 「菓」とあるが、 『大乗玄

論』には 「果」とある。

(105）「原本」・『要決問答』・『法華遊意』・『大乗玄論』には 「方便」とあるが、『通

路記』には 「非主I」とある。

(106）出典不明。現行本鳩修羅什訳 『大智度論』には見出し得なL、。ただし、先行

研究には、 『大智度論』巻第卜の 「我首；於一法中作三分。分矯三乗以度衆生。」

(T.25 no.1509 p.132b, ll. 7-8）を指すとする。（丸山孝雄日978]p.501注③ ・

菅野博史 ［1992]p.354註（ 6）） 参照。また、士宮春撰 『華厳一乗義私記』にも

「智度論説笹如ー斗米合分三。 不増減。説一乗不失三乗。設三乗不失一乗（云云）」

(T.72 no.2327 p.21a, 11.13・15）と類似する文例が見られるが、吉蔵と元瞬のど

ちらかの依拠か定かでな く、典拠を確定し難L、。

(107）「原本」・『要決問答』・『法華遊意』・『大乗玄論』には 「分」とあるが、 『通路

記』には 「分」の字を欠く。

(108）「原本」・『要決問答』・『通路記』には 「以」とあるが、『法華遊意』・『大乗玄

論』には 「以」の字を欠く。

(109）「原本」・『通路記』には 「言舎」とあるが、 『要決問答』には 「言合」とある。

また、 『法華遊意』・『大乗玄論』には 「合」とある。
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(110）「原本」・『要決問答』・『通路記』には 「蹄ー」 とあるが、 『法華遊意』・『大乗

玄論』には 「潟一環」とある。

(111）「原本」・『通路記』・『法華遊意』・『大乗玄論』には 「二」 とあるが、『要決問

答』には 「三」 とあり、 「原本」の 「錦一合三」 以下 「不相違也」までの14字

を欠く。『法華宗要』との文字の出入が顕著な筒所。

(112）『大正蔵』の誤り。『大正歳』にはないが、 『通路記』に 「一」 とあり、 「原本」

にも 「一」 とあるため、「日 を補填して採用する。ただし、 『法華遊意』・『大

乗玄論」には ［一環」とある。

(113）『通路記』巻第八に 「或有読者。前後二文。各有異。不可一合。所以然者。三

乗之教。有其二種。ー者別教。二通数。別敬三乗。三皆非主f。皆是方使。以彼

数説三僧祇劫。l惟修四度。百劫之中。修相好業。最後身中。修於定惑。菩提樹

下。成無上1't。如是因果。以矯例乗。是故仰乗。亦是方使。若論通教所設三乗。

俳乗是賞。鈴二非員。以彼数説於十地中。具修六度。高行困満。＠致薩婆若。

此薩裟若果。不奥三世合。如是因果。究覚良質。此篤併乗。宣是方便。是故嘗

知。二文意異。我有方便力開示三乗法者。是瀕別教所設三莱也。唯是一事責。

餓二則非民者。針通教所設三乗。其徐諸文。皆作是通（巳上）此中総恕二説。初

有説者。 是慕祥大師意。 法相師意亦爾。 後有説者。 ~p元撲大師自義。 元暁立四

種数。一三乗別教。是小乗放。二空之中。別設生空故。二三乗通数。是大乗数。

般若等中。通説二空故。三一乗分数。党網経等。 四一乗J荷数。是花鍛経。今此

破三。 破三合通。約初二数。穎其義理。」 【T.72p.346脚註＠】 「致＝倒カ⑫」

CT. 72 no.2339 p.346c, ll.3 24）とある。

014）『要決問答』巻第三 （二科入）に 「有異。意不可一合。所以然者。三乗之数。

有其二種。一者別教。二者通数。別敬三乗三皆非主f。皆是方使。以彼数説。三

僧紙劫！准修四度。百劫之中修相好業。最後身中修於定慧。 菩提樹下成無上究。

如是因果。以篤｛弗乗。是故｛弗乗亦是方便。若論通教所設三乗0 191；乗是賞。鈴二

非民。以彼敬説。於十地中具修六度。高行困満。到薩波若果0 ・不興三世合。

如是因果究党員賞。此篤仰乗。宣是方便。是故賞知。二文意異。我有方使力開

示三乗法者。 是顕別教所設三乗也。 l唯是一事責徐二~p非民者。 是針通教所設三

乗。其i徐諸文。皆fl：是通。」 【SZ.8p.436胸l註＠】 「不上異有此薩；皮若巣四字」

(SZ.8 no.237 p.436b, l. 24 p.436c, l.10）とある。

(115）「原本」・『要決問答』 には 「意」とあるが、 『通路記』 には 「意jの字を欠く。

(116）「原本」・『通路記』にはないが、 『要決問答』には 「二＋者」とある。

(117)「原本」には 「定」とあるが、 『要決問答』・『通路記』には 「定」の字を欠く。

(118）「原本」・『通路記』には 「致」とあるが、『要決問答』には 「到Jとある。

(119）「原本」・『通路記』には 「婆」とあるが、 『要決問符』には 「波」とある。

(120）「原本」には 「婆」とあるが、 『要決問答』には 「波」と、 『通路記』には 「裟」

とある。

(121）前掲の註 （81）参照。
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(122）前掲の註 （83）参照。

(123）「原本」・『要決問答』・『通路記』には 「是」とあるが、 『妙法蓮華経』「方便品」

の該当箇所には「此」とある。

(124）「原本」・『通路記』・『妙法運華経』「方便品」の該当箇所には 「則」とあるが、

『要決問符」には 「即」とある。

(125）「原本」・『要決問答』には 「是」とあるが、 『通路記』には 「是」の字を欠く 。

(126）凝然は元暁の自義とする。前掲の註 （113）参照。

(127）【凶教判】現存する元暁の著述のうち、彼の 「四教判」（うち、 三乗別教、 三

乗通教は規定のみ）について具体的に論じられているのは、 『法華宗要』の本

筒所（《14》・《15》） に限る。「四教判」については、 『要決問答』巻第四 （五科

入）に 「ム五唐新総元暁法師。亦立回数。一三乗別教。（如四諦教縁起経等）二

三乗通数。（如1般若数深密経等）三一乗分数。（如破格及党網経等）四一乗満数。

（詞華厳経普賢数）采共撃。名三乗数。於中。未明法空。名別相数。通説法空。

是箆通数。不共二乗。名一乗数。於中。未里民普法。名随分数。窮明普法。名図

湖数。（具額如華殿疏中）。」（SZ.8no.237 p.439b, ll. 5 10）と、及び前掲の註

(113）参照。

(128）元l廃の考案か先行資料によるものか不明。ただし、法裁 （CE.643712）述

『華版一乗教義分湾章』（以下、 『五教章』） 巻第二に 「又依婆＠沙等。＠菩薩成例

有二身。一法身二生身。法身者。調戒＠定慧等五分。修此法身具有四時。一三

＠阿イ白紙劫。修有漏四波羅蜜時。二於百1;JJ修相好業時。三出家苦行修蹄定時。

四菩提樹下成正覚時。生身者。但百劫修相好業。於最後身伽耶城将飯壬家受生

報身。於摩伽陀園而登究道。官全虫日彼説。」 【T.45p.490脚註＠】 「沙＝裟＠」【T

45 p.490脚註＠】 「菩＝薩＠」 【T.45p.490脚註＠】 「［定慧］ー⑪＠」 【T.45

p.490脚註＠】「［阿］ー⑪＠’」（T.45no.1866 p.490b, 11.16-23）と類似する文

例が見られる。

(129）【凹波羅蜜】玄柴訳 『阿毘達磨大毘婆沙論』巻第一百一七十八に 「修四波経蜜多

市得囚満。謂純j波縫蜜多。戒波羅蜜多。精進波羅蜜多。般若波緩蜜多。」（T.27

no.1545 p.892a, 11.26-28）とある。

(130）典拠不明。参考までに玄焚訳 『大般若波羅蜜多経』巻第四百一十六には 「云

何菩薩摩罰I薩tl第十地己。輿諸如来日住言無別。善現。是菩薩摩詞薩巳図満六波

縦蜜多。乃至巳図満十八例不共法。具一切智一切相智。若復永断一切煩悩習気

相続使住仰地。由此放説。若菩薩摩詞薩住第十地巳。輿諸如来謄言無別。」 （T.7

no.220 p.88c, 11.11-17）とある。

(131）【六波羅蜜】大乗菩薩の修行徳目 （菩薩行）の六波緩蜜 （布施 ・持戒 ・忍辱 ・

精進 ・禅定 ・智慧〕のこと。

(132）吉蔵撰 『大品経義疏」巻第三に 「又薩婆若不興三世合者破大小二計菩薩念三

世仰薩婆若故随念廻向故明薩婆若非三1立不作三位念者小乗迦腕延子言未来薩婆

若諮現在行者言汝可倫相身我t古来汝身中此則薩婆若在未来今明無如此見故言不
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興三世合也」（SZ.24no.451 p.214c, ll.12-16）と、 「五教草』巻第二に 「又智論

［＝『大智度論』（T.25no.1509 p.330a）］云。際＠婆若不興二世fl'。何以故。過

去世等是）$.妄＠是生滅。薩＠婆若是1'ti法。非生滅故。解云。際＠婆若此云一切智。

~p知｛弗地図智同員如故。 非生滅也。」 【T . 45 p.497脚註＠】 「婆ニ波⑪③e」【T.

45 p.497脚註＠】 「是＋（是）＠」（T.45no.1866 p.497a, ll.5 9）と類似する文例

が見られる。

(133）〔解説〕時間を超えている という意。

(134）〔解説〕三車系と四車系の経証として用いられる 『妙法蓮華経』の諮文。

(135）『要決問答』巻第三 （二科入）に 「問若説別敬三乗因果。皆是方使故師－-{'f。

篤錦一果。答二並亦得。経云。主主間縁究若智若断。皆:It菩l鐙！！ff生法忍。皆師一。

一因故終到一果。彼中説｛弗莱因果分別仰地。化身小分。望樹下仰。教務心修行

故。」（SZ.8no.237 p.436c, 11.10-14）と、 『指事』上巻木に 「問。若説三采因果

皆是方使故蹄一乗者。篤蹄一因。篤鋳ー果 元暁解云。於ー仰乗。分別設三。

故随其＠本。蹄因院果。是義云何。主主聞縁＠覚。若智若断。特是菩薩1！正LE法忍。

首知。此ニ皆蹄一因。鋳一因故。終到ー果。彼数中。説仰采因果。分別イ邦地化

身少分。如経説言。 我質成仰以来。百千高位：那由他劫。故合知。彼説｛弗乗因果。

同鴎於一乗果＠中。若有菩薩。 依彼数故。望樹下例。愛心修行。如是願行。師

於一悶。同彼二乗。未至果故。」 【T.72p.208胸l註＠】 「本＋（願）⑪」【T.72

p.208脚註＠】 「1''£+ （若口口果皆於一因分別矯二口言設問縁先）⑪」 【T.72

p.208脚註＠】 「中＝内⑨」（T.72no.2337 p.208a, ll.17-27）と、 『通路記』巻

第四に 「問若設三乗因果。皆是方便故。蹄一乗者。馬蹄一因。篤鋳一果。元暁

師解云。於一例乗。分別説三。 放随其本。蹄因師果。是義云何。5空間縁位。若

因若果。 皆於一因。 分別篤二。 如経説言。 主空間縁1￥：。 若智若断。 持是菩l媛1U~生

j法忍。富知此ニ。皆蹄一因。鶴一⑪縁故。終致ー果。彼経中説側；采因果。分別

例地化身少分。如絞説言。 我1't成イ弗己来。百干高億那由他劫。故宮知。彼説仰

乗因果。 同蹄於一乗果内。若有菩薩。 依彼数政。 翠樹下例。 ~心修行。 如是願

行。蹄於一因。同彼二乗未至果故。」 【T.72p.326脚註＠】「総＝因⑪」（T.72

no.2339 p.326c, ll.4 15）とある。

(136）「原本」・『要決問答』 には 「別教」とあるが、『指事』・『通路記』には 「別抗

の語を欠く。

(137）「原本」・『要決問答』にはないが、『指事』・『通路記』には 「一＋采」とある。

(138）「原本」・『指事」・『通路記」には 「為蹄一因為蹄一果」とあるが、 『要決問答』

には 「一因為錦」の句を欠く。

( 139） 「原本」 ・ 『要決問答』には 「答」 とあるが、 『指1l』 には 「元暁解~」 と、 『通

路記』には 「元暁師解云」 とある。

(140）前掲の註（22）参！照。『要決問答』には、 「原本」の「於一例采」以下 「如経

説言」 までの40字にかわって、 「二並亦得。経云」とある。『法華宗要』との文

字の出入が顕著な箇所。
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(141）『大正歳』の欠字 （23/43）。『f行事』上巻本 ・『通路記』巻第四に 「云」 とあり、

「原本」にも 「云」とあるため、「E訟 に確定して採用する。

(142）『指事』上巻末に 「問。上号｜元日尭師説云。主主聞縁先若因若果。皆於一因。分別

第二。 首知。止tニ皆蹄一因。錦一因故。終到ー果。彼教中設｛弗乗因果。分別f!JIJ

地化身少分。前知。彼説例乗因果。同師一乗果中。若有菩薩。依彼数故。望樹

下f!JIJ 。 ~心修行。 如是願行。 締於一因。 同彼二乗。 未至果故。」 （T . 72 no.2337 

p.213c, 11.6-13）と、 『通路記』巻第六に 「指事云。問上ヲ｜。元｜廃師説云。主空間総

覚。若因若＠果。於一因分5Jlj篤二。 首知此二皆錦一因故。＠終＠致一果。彼数中。

設f!JIJ乗因果。分別｛弗地化身少分。首知彼設｛弗乗因果。同院一乗果＠中。若有菩

薩。 依彼数放。 望樹下仰。 ~心修行。 如是願行。 餓於一因。 同彼二乗。米至果

故。」 【T.72p.338脚註＠】 「元｜路師＝暁⑪」 【T.72p.338脚註＠】 「原本註臼果

下朱而皆挿入字」【T.72p.338脚註＠】 「終＝得⑪」 【T.72p.338脳l註＠】 「原

本註日致指事並朱倶作到」【T.72p.338脚註＠】 「中ニ内⑨」（T.72no.2339 

p.338a, 11.8-15）とある。

(143）『指事』 ｜て巻末 ・『通路記』巻第六には、 「原本」の 「如経設言」 以下 「元生法

忍」までの20字を欠く。『法華宗要』との文字の出入が顕著な箇所。

(144）『摩詞般若波羅蜜経』巻第十五に 「世尊。若三千大千＠世界中所有衆生。皆作

信行法行人八人須陀湿斯陀合阿m1合阿羅漢僻支仰若智若断。不如是菩薩一日行

深般若波羅蜜忍欲思惟務室。何以故。是信行法行人八人須陀桓Wr陀含阿到II含阿

羅漢貯支仰若智若断。 ~ll是菩薩摩言i!Ji鐙無生法忍。」 【T.8 p.328脚註＠】 「世界＝

両主ち奇了布石~223 長28b, 11.18-2~干大乗玄論』 巻第五に 「大論云。
卜稲大経中。 般若波羅蜜最深最大。 小般若草I~云。 此経~~芸大乗者説。 最上乗者

説故知。般若非三乗通数。又説。三乗同筆般若者。是密倉一乗。若因同果亦態

同。又設主主聞縁先若智若断皆是蒋薩無生法忍。」（T.45no.1853 p.65b, 11.17 22) 

とある。

(145）「原本」・『指事』・『通路記』には 「岱匁l此二」 とあるが、 「要決問答』には

「常知此二」 の句を欠く。

(146）「原本」・『指’F』・『通路記」巻第四には 「皆錦一因蹄一因故」とあるが、 『要

決問答』には 「因蹄」の仏jを欠き、 『通路記』巻第六には 「蹄一因」の句を欠

く。

(147）「原本」・『通路記』には 「致」とあるが、 『要決問答』・『指事』には 「到」と

ある。

(148）「原本」・『桁事』・「通路記」巻第六には 「教」とあるが、『要決問答』には

ー教」の字を欠き、 『通路記』巻第四には 「経」とある。

(149）「原本」の術字。『大正蔵』にはないが、 「原本」に 「｛乗｝」とあるため、〔原

文〕 には 「困」 を補填して採用する。ただし、 『要決問答』・『指事』・『通路

記』には見当たらないため、 〔訓読文〕には反映しなL、。

(150）「原本」・『指事』・『通路記』には 「少」とあるが、 『要決問答』には 「小」と
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ある。

(151)『要決問答』には、 「原本」の 「白日経説言」以下 「依彼教故」までの43字と、

「如是願行」以下 「未宅果」までの15字を欠き、 『指事』上巻末 ・『通路記』巻

第六には、 「原本」の 「如終説言」 以下 「ガII由他がj故」までの19字を欠く。『法

華宗要』との文字の出入が顕著な箇所。

(152） 『妙法蓮華経』 「如来tlhl品」 に 「然善男子。 我質成｛弗巳来者！~盆1tt~進百千島億

那由他劫。」（T.9no.262 p.42b, ll.11 13）とある。

(153）「原本」・『通路記』・『妙法蓮華経』「如来品量品」の該当箇所には 「巳」とあ

るが、『指事』には 「以」とある。

(154）「原本」 ・『指事』上巻本・ 『通路記』巻第四には 「於」とあるが、『指事』と巻

末・『通路記』巻第六には 「於」の字を欠く。

(155）「原本」には 「此」とあるが、 『指司王』・『通路記』には 「此」の字を欠く。

(156）「原本」・『指事』上巻本 （甲本）・『通路記』巻第四 ・『通路記』巻第ノミ （ljl本）

には 「内」とあるが、 『指事』上巻本 （原本） ・『指事』上巻末・ 『通路記』巻第

六（原本）には 「中」とある。

(157）「原本」・『指事』・『通路記』にはないが、 『要決問答』には 「例十数」とある。

(158）意味が不分明。

(159）『要決問答』巻第三（二科入）に 「通而言之。日忠作凶旬。一以fj使因。蹄民；:CT

因。調菩薩因及二乗因。二以方使果。皇帝民主r果。諮於樹下成無上究。三以方便

因。蹄異質果。謂樹下仰前菩薩行。四以方便果。師長貧困。詣二釆人之無筆果。

（准之）。」（SZ.8no.237 p.436c, 11.14 18）とある。

(160）『大正蔵』にはないが、 「原本」に 「直」とあるため、 〔原文〕には 「圃」引！日

填して採用する。ただし、文脈上 『大正成』のl脚註不明記の訂正のJjが正しく、

『要決問答』にも見当たらないため、 〔訓読文〕には反映しなL、。

(161) 07》は後代の章疏においてその引用が見当たらなL、。『要決附答』にも見当

たらないということは、『法華宗要』独自の文例にして、散i魯の 『華版経疏』

には記述されていなかったという可能性を示唆する事例と言えようか。

(162）「原本」には 「所醤出＂命品 」とあるが、 「所l:H主主愉品」の誤記と思われるため、

〔訓読文〕では 「所出野愉品」と訳す。

(163）「原本」には 「兇」とあるが、誤記と思われ、文脈上不明確であるため、 〔訪｜｜

読文〕には反映しなL、。

(164）『妙法蓮華経』「薬草H食品」に 「一切衆生聞我法者随力所受住於諸地

或廃人天縛輪翠玉務先諸モ是小薬草匁I~漏法能得泥繋起六村iirf!

及得三明濁庭山林常行蹄定 得縁1'H童是中薬草求1立尊属言我前作側；

行精進定 是上薬草」（T.9no.262 p.20a, ll.21-27）とある。

(165）「原本」の誤り。『大正蔵』には 「虫｜！大」とあるが、 「原本」に 「大如」とある

ため、 〔限〕 には 「図 」に訂正して採用する。ただし、文脈上 『大 峨』

の脚註不明記の訂正のHが正しいため、 〔司＂読文〕では 「如大」と訳す。
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(166）『四論玄義』巻第八に 「問五乗有取不取耳目。答論師云五乗之善中。但取菩薩大

乗之善。不取徐1!9。所以然者。人天雨乗。是報因善一報便輩。笠了出於例。整

問縁＇｛：！：二乗。J'J是習因理而芦言語。亦終至等党但今披敬明之。此善但斯結君主。！態

是泥沼。不階障智。放非了因位。今明有所得五乗善。並非了因性。無所得普並

是了因性。 但不~＇正傍正。 理而論之。 無所得。 五乗善並是般若方使。故経言漏謹

阿羅漢。｛言解般若故。 如経云。低頭翠手。巳成例道意也。」（SZ.46no. 784 

p.619a, ll.15-23）と類似する文例が見られる。本筒所に対する吉蔵の見解につ

いては、 （丸山孝雄 ［1978]pp.40-63）に詳しL、。

(167）大薬草という用例は、 『法華宗要』における特色と言えよう。ほかに基撰 『妙

法蓮華経玄賛』巻第一本に 「此経亦言輪王務党是小薬草。主主聞 縁党是中

薬草。大小菩薩名大薬草。随逆次第亦問浬集。」 （T.34 no.1723 p.656b, ll. 20-22) 

と、同巻第七本に 「経。或庭人天至是上薬草。 賛目。下七頒別願。中分二。

初凹頒三草。 後三頒二木此初有三。一頒小草。二頒中草一。 頒大草0 ~l~種姓人

興人天栄名篤小草。善戒経云無種姓人但以人天善根市成熟之。或七方便亦名小

卒。二桑名中草。菩薩名上草。亦~fl勝霊所荷。 四生。 ~I!（間非法衆生~ll小薬草。

中間二乗mi 中築革。 菩薩~ll是大薬草0gp是浬紫三病人也。」 【T . 34 p.786加l註

＠】 「［即是...也］八字ー③」（T.34no.1723 p. 786a, 11.15-23）とある。

(168）〔解説〕小乗 （人 ・天） ・中乗（声聞 ・縁覚） ・大乗（別教菩薩） のこと。

(169）〔解説〕因果異時の因の二種（同類因 ・遍行因→（a）等流果、（b）異熟因→異熟果）

のことか。 【功能】 （vrtti: sakti: samarthya）事象（法） にそなわる力 ・作

用。 【（a）等流果】これは伺類因及び遍行因によってヲ｜かれる果である。等流と

は等しく流れる意で、｜司類のものが続くから等流といったものである。 【報

因】習因の対。また異熟因。 【（b）異熟因】異熟とは因とその性質を異にする結

果を成熟するをいい、果の熟するや、かならず因と異類であることをいう。

(170）参考までに玄英訳 『誠大乗論本』巻上には 「復有有受童相無受童相。有受盤

相者。謂己成熟異熟果普不善種子。無受諜相者。謂名言葉習種子。無始時来積

極戯論流特種子故。此若無者。巳作＠巳作善悪二業。輿果受量感不得成。又新

名言葉習生起態不得成。」 【T.31p.137脚註＠】 「巳＝現⑫」（T.31no.1594 

p.137c, 11. l 6）とある。 【有受尽相】「善悪の業種子慨に果を成熟し巳って重ね

て熟すべからず受用意くるが故なり、猶し種子既に芽を生じ巴って重ねて生ず

べからざるが如し。」（『園誇大蔵経」論部第 卜巻、 p.43註 【三四O】）、 【M~受

尽相】「彼の名言種子縁に隠って増長し、 能く名言戯論を起す因なるが放なり。」

（『図書事大蔵経」論部第十巻、p.43註 【三四一】）参照。

(171）『要決問答』巻第三（二科入）に「問合三蹄一。 其義巳額。破三立一。 云何可

知。答目白而言之。破山種三。一執三数定非方便。 二執三人定是別趣。三執三因

別感。凶執三果別趣。極彼此四種所執之相。造其1!9種能執之見。立一良質。謂

立ー数。破三数。立一人故。 別破三人。立一因故。別破三因。立ー果故。別破

三果。立一理性。通破四三。 以四一皆同一乗理故。」（SZ.8no.237 p.436c. 11.18 
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24）とある。

(172）「原本」には 「欲知此義街康有略」とあるが、 『要決問答」には 「欲知此義有

康有略」の句を欠く。

Cl 73）『大正蔵』・「原本」にはないが、 『要決問答』に 「趣」とあるため、「函」を補

填して採用する。

Cl 74）「原本」には F是故建立」とあるが、 『要決問答』には 「是放建」の句を欠く。

Cl 75）ー原本」には 「乗」とあるが、 『要決問答』には「乗」の字を欠く。

Cl 76）「原本」には 「故則」とあるが、 『要決問答』には 「故則」の句を欠く。

Cl 77）「原本」にはほlj」とあるが、『妥決問答』にはほlj」とある。

(178）前燭の註 (177）参照。

(179）前掲の註 (177)参照。

(180）紡男Ill掌提共僧良fJ等訳 『妙法蓮華経論優波援合』に 「＠篤七種具足煩＠悩性衆生。

説＠七轡H食0 ft治七種増上＠↑訓告知。＠又三種＠染告lli煩悩人三味解脱見等染慢。聖母

治此故説三平等＠感知：l。」 【T.26p.l7脚註＠】 「（次）＋矯RR」 【T.26p.17脚註

＠】 「↑街＋（染）＠⑧1【T.26p.17脚註＠】 「七十（種）＠③」 【T.26p.17脚註⑪】

「慢＋（心此義）己⑧」 【T.26p.17脚註＠】 「又＋（復次篤）0＠」【T.26p.17脚

註＠】 「染＋（慢）＠＠」 【T.26p.17 J闘l註＠】 「（此義）＋!!11¥匁J0③」 （T.26no.1520 

p l 7b, LL. 23 26）とある。

(181）〔解説〕以下、「三乗真実一乗方使Jとする学説に対する批判。

(182）参考までに別感・別趣については、惑沼 （CE.648-714）撰『成H佐識論了義燈』

巻第六本に 「西明稗云。雑集初稗就任性業説。若約！協縁非無移特。後設上地散

善従定仮名不！！！｝］ 今調不然。宣欲界業不遇別総!i'..ffi任性業。亦別趣庇受耳II。若爾

総不定。 何得有定受。 又復五趣賂1U~定呉因。 若爾如何稔伽． 雑集等。 倶説定呉

~[I各別感五趣因果。若許過縁方1JIJ趣受。 1!ff縁イミ別。 輿上何殊不名不動。」 （T .43

no.1832 p. 779a, LL. 22-29）とある。

(183）〔解説〕三教 ・三人 ・三因・ 三果のこと。

(184）〔解説〕一教 ・一人・一因・一果のこと。

(185）①などの記号は引用・ 援用の凶数ではなく、該当文献全体のなかでの順序を

示す。

(186）元践の『華厳経疏』はその一部が現存する。すなわち、 「筈諜華版絞疏序」と

題する序が 『東文選』巻之八十三に収録 (DMS.83p.41, 1.1 p.6r, 1.1）されて

おり、冒頭に 「花厳綬疏谷第三 稗元暁述」と、奥書に 「寛文十年（CE.1672)

年七月九日以石水院本寓了」とある 『大方康仰華巌綬』「如来光明党品」を注

釈した巻第三が 『大正新術大蔵経』第八五巻の古逸部に収録 （T.85no.2757) 

されている。

(187）前掲の註 (140）・(151）参照c

(188）『大慧度経宗要』、 『般若宗要』、『大般若宗要』、『大乗起信論宗要』、『三論宗要』、

『炭百論宗要』、『西方宗要』、『成唯識論宗要』、『法華宗要』、『禰勃上生経宗要』、
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『jlf性論宗要』、『j皇集宗要』、 『党網経宗要』、『書店長義経宗要』、『無量設経宗要』、

『雨巻無量霧経宗要』、 『華厳経宗要』、『掌珍論宗要』、『拐伽経宗要』、『維摩経

宗要』なと、。（太字は現存書）

(189) （福士慈稔 ［2004]pp.174 175）参照。

付記

本稿は、平成23(2011）年度財団法人仏教学術振興会研究助成 《『大蔵経テキス ト

データベース』学術研究部門》の研究成果である。

「原本」（仁和寺蔵本）の翻刻及び掲載許可に快く応じて下さった仁和寺の関係者各

位、また、申請にあたってご尽力頂いた立正大学情報メディアセンター （大崎図書館）

の関係者各位に傑く感謝申し上げる次第である。

なお、司ii読訳の作成にあたっては、立正大学大学院文学術究科仏教学専攻平成23年

度開設科目東洋哲学特講において講読し、但当教員の藤井教公教授 （北海道大学大学

院文学研究科思想文化学専攻）にご指導を頂いた。また、博士後期諜稼の研究指導に

おいても担当教員の三友健容教授（立正大学法華経文化研究所長）にご指導を頂いた。

記して深く感謝申し上げる次第である。
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